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新藤義孝党領土に関する
特命委員長代理

　
８
月
10
日
、
李
明
博
韓
国
大
統
領
が
竹
島
に
、

15
日
に
は
香
港
の
活
動
家
が
尖
閣
諸
島
の
魚
釣
島

に
不
法
上
陸
。
衆
院
は
24
日
、
抗
議
決
議（
別
項
）

を
可
決
し
た
。「
領
土
保
全
と
主
権
確
立
は
国
家

成
立
の
基
本
要
素
」と
語
る
新
藤
義
孝・党
領
土
に

関
す
る
特
命
委
員
長
代
理
に
、
政
府
の
対
応
の
問

題
点
や
今
後
の
対
応
策
な
ど
に
つ
い
て
聞
い
た
。

の
時
の
対
応
が
中
国
側
に
「
日
本
は
強

く
出
れ
ば
屈
す
る
」
と
の
印
象
を
与
え

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
尖
閣
不
法
上
陸
事
件
で
も
、

活
動
家
が
海
保
巡
視
船
に
レ
ン
ガ
を
投

げ
つ
け
て
い
る
の
に
、
不
法
上
陸
以
外

に
公
務
執
行
妨
害
な
ど
他
に
罪
が
な
い

と
し
て
、
入
管
法
第
65
条
の
規
定
を
適

用
し
、
わ
ず
か
２
日
で
強
制
送
還
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。　

　

活
動
家
た
ち
は
「
尖
閣
に
上
陸
し
、

　

―――
政
府
の
対
応
で
問
題
点
は
。

　
新
藤
義
孝
・
党
領
土
に
関
す
る
特
命

委
員
長
代
理 

今
回
の
問
題
は
単
発
の

も
の
で
は
な
く
、
政
権
交
代
後
、
民
主

党
政
権
が
３
年
間
に
わ
た
り
誤
っ
た
外

交
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
続
け
た
果
て
に

招
い
た
最
悪
の
事
態
で
す
。　

　

韓
国
は
へ
リ
ポ
ー
ト
の
改
修
工
事
を

行
う
な
ど
竹
島
へ
の
実
効
支
配
を
強
引

に
進
め
て
い
ま
す
が
、
鳩
山
・
菅
・
野

田
の
３
総
理
は
こ
れ
ま
で
日
韓
首
脳
会

談
で
「
竹
島
」
と
い
う
言
葉
を
一
度
も

使
わ
ず
、
具
体
的
な
抗
議
も
行
っ
て
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
韓
国
側
に

「
日
本
の
竹
島
問
題
に
対
す
る
抗
議
は

形
式
的
」
と
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
う
の

　

―――
わ
が
国
は
ど
う
対
処
す
べ
き
で

し
ょ
う
か
。

　

新
藤　

外
交
部
会
と
領
土
に
関
す
る

特
命
委
員
会
で
は
、
竹
島
も
尖
閣
も
事

態
が
発
生
す
る
直
前
・
直
後
に
連
日
合

同
会
議
を
開
い
て
今
後
の
対
応
を
議
論

し
、政
府
に
申
し
入
れ
を
行
い
ま
し
た
。

　

李
大
統
領
の
竹
島
上
陸
と
天
皇
陛
下

へ
の
非
礼
発
言
は
絶
対
に
許
せ
な
い
も

の
で
、
断
固
た
る
決
意
の
も
と
、
韓
国

に
謝
罪
と
撤
回
を
申
し
入
れ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
竹
島
問
題
の
国
際
司

法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
提
訴
は
も
と

よ
り
、
日
韓
の
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
協
定

（
※
）
の
更
新
中
止
な
ど
、
対
韓
外
交

政
策
の
全
面
的
な
見
直
し
が
必
要
で

す
。

　

ま
た
、
尖
閣
不
法
上
陸
事
件
で
は
、

わ
が
党
は
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

記
録
ビ
デ
オ
の
公
開
を
求
め
る
と
と
も

に
、
違
法
行
為
に
は
厳
正
な
対
処
を
と

る
よ
う
政
府
へ
働
き
か
け
て
い
き
ま

す
。
さ
ら
に
、
事
態
の
再
発
防
止
に
つ

い
て
中
国
・
香
港
当
局
に
厳
重
な
申
し

入
れ
を
行
う
と
と
も
に
、
尖
閣
諸
島
の

警
備
体
制
強
化
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
手
立

で
す
。

　

一
方
、
尖
閣
問
題
に
つ

い
て
は
、
２
年
前
の
中
国

漁
船
衝
突
事
件
で
、
「
那

覇
地
検
の
判
断
」
と
の
名

目
で
船
長
を
釈
放
し
、
こ

て
を
講
じ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

―――
わ
が
党
は
領
土
問
題
に
ど
う
取

り
組
み
ま
す
か
。

　

新
藤　

わ
が
党
は
次
期
総
選
挙
の
政

権
公
約
に
領
土
政
策
と
し
て
、
①
領
土

問
題
を
取
り
扱
う
組
織
を
内
閣
府
に
設

置
②
領
土
に
関
す
る
歴
史
研
究
や
、
国

際
広
報
活
動
な
ど
を
行
う
研
究
機
関

を
新
設
③
国
境
離
島
の
管
理
・
振
興
を

図
る
「
特
定
国
境
離
島
保
全
・
振
興

法
」
、
「
無
人
国
境
離
島
の
管
理
推
進

法
」
（
国
会
提
出
済
み
）
な
ど
の
法
整

備　

④
尖
閣
諸
島
の
有
人
化
と
海
の
有

効
利
用
・
国
有
化
（
東
京
都
と
の
連

携
）
―
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

　

国
家
の
基
本
で
あ
る
領
土
問
題
に
毅き

然ぜ
ん

と
し
た
姿
勢
を
と
れ
な
い
国
は
他
国

か
ら
信
頼
さ
れ
ま
せ
ん
。
領
土
問
題
へ

の
対
応
は
「
国
家
の
覚
悟
」
が
問
わ
れ

て
い
る
の
で
す
。

　

来
る
総
選
挙
で
は
、
領
土
問
題
に
対

す
る
わ
が
党
の
覚
悟
を
示
し
、
政
権
奪

還
を
実
現
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「国家の覚悟」が問われる領土問題
「
次
期
総
選
挙
で
領
土
問
題
に
対
す
る
わ
が
党
の
覚
悟

を
示
し
た
い
」
と
の
決
意
を
語
る
新
藤
義
孝
・
党
領
土

に
関
す
る
特
命
委
員
長
代
理

竹
島
、
尖
閣
諸
島
へ
の
不
法
上
陸

新藤義孝党領土に関する
特命委員長代理

※
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
協
定　

自
国
の
金
融
危

機
な
ど
に
備
え
る
た
め
、
各
国
の
中
央

銀
行
が
お
互
い
に
外
貨
準
備
を
活
用
し

て
、
相
手
国
の
通
貨
を
融
通
し
あ
う
取
り

決
め
。
政
府
は
昨
年
10
月
、
韓
国
と
の
融

通
枠
を
従
来
の
総
額
１
３
０
億
㌦
か
ら

７
０
０
億
㌦
へ
大
幅
に
引
き
上
げ
た
。

　本院は、これらの行為を厳しく糾弾するととも
に、厳重に抗議する。
　国内法令に則

のっと

り厳正な対応を行うのは政府の当然
の責務である。政府は、違法行為に対し法に則り厳
正に対処するとともに、こうした事態が再発しない
よう、中国、香港当局に対し厳重な申し入れを行
い、更に、尖閣諸島の有効支配を引き続き確たるも
のとしていくために、警備体制の強化を含め、あら
ゆる手立てを尽くすべきである。
　我が国は、主張すべきを主張し、措置すべきを措
置し、領土・領域の保全を全うし、我が国の国益
を、冷徹に、断固として守っていくべきである。

　８月10日に李明博韓国大統領が竹島に上陸した。
我が国はこのことを強く非難するとともに、竹島の
不法占拠を韓国が一刻も早く停止することを強く求
める。また、我が国政府は、断固たる決意をもっ
て、韓国政府に対し、毅然とした態度をとり、竹島
問題について効果的な政策を立案・実施するべきで
ある。
　さらに、８月14日、天皇陛下の韓国ご訪問につい
て極めて不適切な発言を行った。友好国の国家元首
が天皇陛下に対して行う発言として極めて非礼な発
言であり、決して容認できないものであり、発言の
撤回を求める。

す
し
と
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
、
ビ
ジ
ネ
ス

ク
ラ
ス
で
送
っ
て
も
ら
う
」
な
ど
と
発

言
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
領
土
管

理
は
甘
い
、
事
な
か
れ
主
義
だ
、
と
い

李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に
関する発言に抗議する衆院決議（抜粋）

香港の民間活動家らによる尖閣諸島
不法上陸に関する衆院決議（抜粋）

う
ふ
う
に
世
界
に
発
信

さ
れ
て
し
ま
う
の
で

す
。

　

谷
垣
禎
一
総
裁

◆
「
民
主
党
政
権
誕
生
後
の
、
日
本
外
交

の
劣
化
」

　

―
李
明
博
韓
国
大
統
領
の
竹
島
上
陸
と
、
香
港

の
活
動
家
の
領
海
侵
入
・
尖
閣
上
陸
―

　

李
明
博
大
統
領
の
行
動
、
ま
た
、
中
国
の
対
応

は
極
め
て
遺
憾
で
す
。
背
景
に
は
、
民
主
党
政
権

誕
生
後
の
、
鳩
山
政
権
以
来
の
日
本
外
交
の
劣

化
、
そ
し
て
外
交
姿
勢
が
非
常
に
あ
や
ふ
や
な
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
外
交
政
策
全
体
の
失
敗
は
明
白

で
す
。
野
田
政
権
は
日
本
の
主
権
と
領
土
を
守
る

と
い
う
能
力
が
著
し
く
欠
如
し
て
い
ま
す
。

◆
「
お
子
ち
ゃ
ま
政
治
」

　

―
特
例
公
債
法
案
、
選
挙
制
度
改
革
法
案
を
、

野
党
欠
席
の
中
、
民
主
党
が
強
引
に
衆
院
通
過
を

図
る
姿
勢
に
つ
い
て
―

　

選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
、
強
引
な
方
法
に
反
発

し
て
全
野
党
が
、
審
議
に
応
じ
な
い
中
、
参
院
で

可
決
の
目
途
も
な
い
ま
ま
、
民
主
党
は
無
理
や
り

審
議
を
進
め
て
い
ま
す
。
問
題
は
、
与
党
の
責
任

を
放
棄
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
「
成
立
し
な
い
の

は
野
党
が
反
対
し
て
い
る
か
ら
。
僕
は
ち
ゃ
ん
と

や
っ
て
い
る
ん
だ
よ
ね
」
と
い
う
お
子
ち
ゃ
ま
政

治
で
す
。
特
例
公
債
も
、
全
く
同
じ
で
す
。
わ
れ

わ
れ
は
、
予
算
の
組
み
替
え
を
要
求
し
た
け
れ

ど
、
一
顧
だ
に
せ
ず
で
す
。

〈
８
月
23
日
（
木
）
会
見
〉

　

石
原
伸
晃
幹
事
長

◆
「
政
府
・
与
党
が
特
例
公
債
法
案
を
自

ら
廃
案
に
追
い
込
む
暴
挙
に
出
た
」

　

―
特
例
公
債
法
案
の
財
務
金
融
委
員
会
に
お
け

る
強
行
採
決
を
受
け
て
―

　

私
た
ち
は
、
無
駄
を
省
い
て
効
率
の
良
い
、
バ

ラ
マ
キ
の
な
い
予
算
の
修
正
案
を
出
し
ま
し
た

が
、
残
念
な
が
ら
否
決
さ
れ
ま
し
た
。
バ
ラ
マ
キ

予
算
案
の
財
源
の
裏
付
け
と
な
る
特
例
公
債
法
案

に
は
反
対
で
す
。
少
数
与
党
の
参
院
に
こ
の
法
案

を
送
る
こ
と
は
、
政
府
・
与
党
が
特
例
公
債
法
案

を
自
ら
廃
案
に
追
い
込
む
暴
挙
に
出
た
と
の
認
識

で
す
。

〈
８
月
24
日
（
金
）
ぶ
ら
下
が
り
〉

　

野
田
聖
子
消
費
者

問
題

調
査
会
長

◆
「
快
く
思
わ
れ
な
い
こ
と
を
、
あ
え
て

や
る
の
が
消
費
者
庁
の
使
命
」

　

―
新
任
の
阿
南
久
消
費
者
庁
長
官
へ
の
激
励
―

　

他
の
役
所
は
、
消
費
者
庁
か
ら
批
判
さ
れ
た
り

注
意
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
を
、
快
く
思
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
を
あ
え
て
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
が
消
費
者
庁
の
使
命
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ

を
踏
ま
え
て
（
新
長
官
に
は
）
、
初
心
貫
徹
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
心
か
ら
エ
ー
ル
を
送
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
も
切せ

っ
さ
た
く
ま

磋
琢
磨
し
て
、
消

費
者
行
政
に
対
し
答
え
を
出
し
て
い
き
た
い
と
考

え
ま
す
。

〈
８
月
23
日
（
木
）
消
費
者
問
題
調
査
会
あ
い
さ

つ
〉

　

小
野
寺
五
典
外
交
部
会
長

◆
「
正
す
べ
き
こ
と
は
し
っ
か
り
と
正

す
」

　

―
農
産
物
の
対
中
不
正
輸
出
疑
惑
―

　

日
韓
・
日
中
関
係
で
大
き
な
外
交
問
題
が
起
き

て
い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
２
国
間
の
外
交
は
と
て

も
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
回
の
疑
惑
は
、

外
交
関
係
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
懸
念
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
わ
が
国
は
中
国
に
対

し
優
れ
た
農
産
品
を
輸
出
す
る
な
か
で
、
不
正
が

あ
っ
た
な
ら
ば
、
大
変
な
汚
点
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
正
す
べ
き
こ
と
は
し

っ
か
り
と
正
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

〈
８
月
24
日
（
金
）
外
交
・
内
閣
・
農
林
合
同
部

会
あ
い
さ
つ
〉

野
田
政
権 
誤
っ
た
外
交
政
策
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